
第
五
号
議
案

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

工

藤

利

明

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「

「

普

通

科

普

通

科

園
芸
ビ
ジ
ネ

別
表
の
大
分
県
立
国
東
高
等
学
校
の
項
中

園
芸
ビ
ジ
ネ

を

ス
科

に
改
め
る
。

ス
科

環
境
土
木
科

電
子
工
業
科

」

電
子
工
業
科

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

県
立
高
等
学
校
の
学
科
改
編
に
よ
り
、
県
立
国
東
高
等
学
校
に
環
境
土
木
科
を
設
置
し
た
い
の
で
提
案

す
る
。
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○
大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

名
称

位
置

科

課
程

学
科

名
称

位
置

科

課
程

学
科

大
分
県
立
高
田

大
分
県
立
高
田

本

校

豊
後
高
田
市

全
日
制

普

通

科

本

校

豊
後
高
田
市

全
日
制

普

通

科

高
等
学
校

高
等
学
校

普

通

科

普

通

科

園
芸
ビ
ジ
ネ

園
芸
ビ
ジ
ネ

本

校

国

東

市

全
日
制

ス
科

本

校

国

東

市

全
日
制

ス
科

大
分
県
立
国
東

環
境
土
木
科

大
分
県
立
国
東

高
等
学
校

電
子
工
業
科

高
等
学
校

電
子
工
業
科

総
合
ビ
ジ
ネ

総
合
ビ
ジ
ネ

双
国
校

国

東

市

全
日
制

双
国
校

国

東

市

全
日
制

ス
科

ス
科

（
略
）

（
略
）

大
分
県
立
安
心

大
分
県
立
安
心

院
高
等
学
校

本

校

宇

佐

市

全
日
制

普

通

科

院
高
等
学
校

本

校

宇

佐

市

全
日
制

普

通

科
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